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⽩書が⽰す若者の労働・社会保障観
全世代で⽀え合うための企業の役割とは

2027年開始の新リース会計基準とは︖
中⼩企業が押さえるべき実務ポイント

年５⽇の年次有給休暇取得を確実に
働き⽅改⾰で変わった年休の「義務」

課⻑が⼤事な契約にサインしてもOK︖
法⼈における『契約締結権限』とは

「デザインと⼼理学」で顧客の⼼を掴む
⾏動を促し売上向上につなげるためには

中⼩企業もランサムウェアの標的に︖
実施すべき対策と被害後の対応を探る

リスク分散と成長を実現する多角化経営

メリット・デメリットと事例紹介



企業が持続的に成⻑するために、主⼒事業とは別に新たな分野へ進出する「事業多⾓化」が
注⽬されています。今回は、他社の成功事例を紹介しつつ、事業多⾓化のメリット・デメ
リットや具体的な進め⽅について解説します。この機会にぜひ、参考にしてみてください。

事業経営の基礎となる多⾓化戦略
そのメリットとデメリット

多⾓化を具体的に進める⽅法と
導⼊時の留意点や成功事例を紹介

企業が成⻑戦略を検討するうえで、「アンゾフ
の成⻑マトリックス」は有効なフレームワークと
して広く知られています。このマトリックスでは、
主⼒事業とは異なる新たな分野へ進出する戦略を
「多⾓化」と呼びます。近年では、新型コロナウ
イルス感染症による経営環境の変化や顧客ニーズ
の多様化を背景に、新たな収益源を確保するため
の多⾓化戦略が重視される傾向にあります。
多⾓化には⼤きなメリットがあります。

①「市場拡⼤による収益の拡⼤」が期待できる点
②事業環境が変化しても、複数事業でリスクの分
散が可能な点
③事業の組み合わせによるシナジー効果がある点
販売⾯では販売網の共有、⽣産⾯では技術の共

同利⽤、投資⾯では研究成果の転⽤、管理⾯では
経営ノウハウの共有などがあげられます。
④プロダクトライフサイクルへの上⼿な活⽤が⾒
込める点
主⼒製品が衰退期に陥った場合でも、別の製品

が成⻑期の状況であればそれで補うことができ、
全体的に売上を安定させることができます。
⑤従業員のモチベーション向上が期待できる点
多様な業務や役職が⽣まれ意欲が向上します。
⼀⽅でデメリットも存在します。

①経営資源の分散によって⽣じるコスト増
特に初期コストが増⼤しがちになります。

②事業が個別に動く⾮効率化や、新事業の不振に
よる損失拡⼤の可能性
③事業の多様化により本業のブランドが不明瞭に
ブランドが不明瞭になると、毀損につながるお

それもありますので、注意が必要です。

多⾓化の進め⽅は主に３つあります。
①⾃社だけで⾏う⽅法
社内ベンチャーなどが考えられますが、構築に

時間がかかる点が課題としてあげられます。
②アライアンス
他社と資本・業務提携しリスクを分散させるこ

とで、短期間で収益増加の実現が期待できます。
③M&Aで、必要な事業を⾏う企業を買収・合併
むずかしい側⾯があるも、⼀からの事業⽴ち上

げより早く異分野へ進出できる点は魅⼒です。
中⼩企業が多⾓化を⾏う際には、⻑期的な視点

で計画を⽴てることが重要です。まず既存事業を
ブラッシュアップし、経営基盤を固めます。いき
なり巨額の投資をせず、スモールスタートを⼼が
けましょう。成⻑市場という理由だけで安易に選
ばず、競争優位性を構築することが重要です。そ
して、⾃社の強みやシナジー効果を過信しないこ
とです。過信は「慢⼼」へとつながり、失敗の要
因となるおそれがあります。
多⾓化に成功した企業の事例として、富⼠フイ

ルム株式会社があります。写真フイルムの主原料
であるコラーゲンやコア技術の抗酸化技術を化粧
品や再⽣医療に応⽤し、成功を収めました。また、
株式会社セブン＆アイ・ホールディングスも事業
多⾓化を実現した企業として有名です。コンビニ
エンスストア網を基盤に、顧客ニーズを起点とし
て銀⾏業やプライベートブランド開発へと事業を
拡⼤しました。
多⾓化はリスク分散と成⻑に重要な戦略です。

⾃社の強みを活かし、⻑期的な視点で検討するこ
とが成功のカギとなります。

リスク分散と成長を実現する多角化経営
メリット・デメリットと事例紹介



⽩書は「若い世代」へ強烈に発信
⽇本の未来は「全世代型社会」へ

全世代型社会の実現は企業がカギ
持続的成⻑に向けどう取り組むか

令和７年版厚⽣労働⽩書はこれまでとは異なる
構成で、「次世代の主役となる若者の皆さんへ」
と題し、若者に「⾃分ごと化」を促すメッセージ
を強く打ち出しています。⽩書内のアンケートに
よると、若者の関⼼は⾃⾝のキャリアに直結する
「労働分野」が約８割と⾼い⼀⽅、「介護」は約
４割強となっており、分野によって差が⾒られま
した。また、関⼼の有無にかかわらず内容を「理
解している」割合は、全分野で５〜６割にとどま
る現状も浮き彫りとなっています。
こうした状況のなか、国は「若者が⾼齢者を⽀

える」という固定観念を払拭し、「全世代で社会
保障を⽀え、また全世代を⽀える」という⽅針へ
の転換を強く⽰しました。

「全世代型社会」の実現に向け、国は格差防⽌
や誰もが希望どおりに働ける環境整備を進めてい
ますが、この実現に企業の経営戦略が密接に関
わってくることは間違いないでしょう。企業には、
社会の⽀え⼿となる従業員のために賃⾦向上に取
り組むことや、労働⼒不⾜を補うために⼥性・⾼
齢者の活躍を推進することが、より⼀層求められ
ます。また、将来の医療・介護ニーズ増⼤に備え
た⼈材確保や働き⽅改⾰の推進に加え、デジタル
技術の活⽤も重要な要素となります。
若者は「労働」に強い関⼼を持っています。企

業が彼らの希望に応える環境を整備することが、
企業の持続的成⻑と「全世代で⽀え合う社会」の
実現に不可⽋な取り組みといえるでしょう。

令和７年版厚⽣労働⽩書は「次世代の主役となる若者」に焦点を当てています。アンケート
からは労働分野への⾼い関⼼と、社会保障全般への理解度の課題が⾒えました。このデータ
に基づき、全世代で⽀え合う社会の実現に向け、国・企業が取り組むべき施策を解説します。

白書が示す若者の労働・社会保障観
全世代で支え合うための企業の役割とは



新リース会計基準の概要と
従来制度との違いとは

新基準導⼊にあたり
中⼩企業が注意すべき点

2027年４⽉から新リース会計基準が適⽤予定
です。この会計基準では、借⼿については原則す
べてのリース契約について、貸借対照表に「使⽤
権資産」と「リース負債」の計上が求められます。
従来は費⽤処理のみで対応していたオペレーティ
ングリースも、資産・負債の認識が必要です。ま
た、新基準ではリース期間や割引率を契約内容に
基づき合理的に⾒積もる必要があり、契約更新の
選択権がある場合、その⾏使可能性を踏まえた測
定が求められます。貸⼿については、引き続きオ
ペレーティングリースとファイナンスリースを区
分し、区分に応じた処理を⾏う必要があります。
ファイナンスリースの場合の会計処理のうち、
リース料受取時に売上⾼と売上原価を計上する⽅
法は、収益認識会計基準において割賦基準が認め
られなくなったことを踏まえ、廃⽌とされました。
背景には、国際会計基準や⽶国会計基準との整

合性を図り、企業財務の透明性を⾼める狙いがあ
ります。従来の区分はオフバランス処理が多く、
企業間⽐較が困難と指摘されていました。新基準
は、こうした問題を解消するための転換点となり
ます。中⼩企業では適⽤が任意となるケースもあ
りますが、親会社が上場企業で連結ベースの対応
が必要となる場合や、⾦融機関・取引先から新基
準に基づく財務情報の提出を求められるケースも
あるため、事前の状況把握が重要です。中⼩企業
にとっては、総資産と負債が増加したように⾒え
る影響が避けられず、⾃⼰資本⽐率などの財務指
標が⼀時的に低下する可能性があります。特に
リース利⽤が多い企業では、貸借対照表の構造変
化が⼤きいため、早めの準備が求められます。

新基準では、すべてのリースが資産計上される
わけではなく、短期リース（12カ⽉以下）や重
要性が低い少額資産については、例外的に従来ど
おり費⽤処理が認められます。少額資産の⾦額基
準は明確に定められていませんが、パソコン・事
務機器など重要性の低い契約が対象となるのが⼀
般的です。まずは⾃社が締結しているリース契約
を棚卸しし、契約期間・⾦額・更新条件を整理す
ることが第⼀歩となります。
また、会計処理の変更により経理フローやシス

テムの⾒直しが必要になる可能性があります。使
⽤権資産の減価償却、リース負債の利息計算、契
約変更時の再測定など、⼿続きが複雑化するため
早めの準備が⽋かせません。
さらに、財務指標の変動によって銀⾏融資や取

引先の与信条件（⽀払サイト・仕⼊条件など）に
影響が⽣じる可能性もあります。負債が増加して
⾃⼰資本⽐率が低下すると、財務が悪化したよう
に⾒えるため、⾦融機関には新基準による影響を
事前に説明し、誤解を避ける対応が求められます。
また、使⽤権資産の減価償却や利息相当額の計

上は税務上の取り扱いにも影響するため、会計と
税務のずれ（税効果会計）を踏まえた対応が必要
になります。会計基準の変更に伴う実務負担の増
加を⾒据え、専⾨家への早期相談も検討しておく
とよいでしょう。
新リース会計基準の導⼊は、単なる経理処理の

⾒直しにとどまらず、企業の財務情報の⾒え⽅そ
のものを⼤きく変える改正です。⾦融機関や取引
先とのコミュニケーションも含め、適⽤開始まで
に⼗分な対策を講じることが重要です。

2027年４⽉から新たなリース会計基準が適⽤され、借⼿においてこれまで費⽤処理のみで
計上されていた多くのオペレーティングリースが、貸借対照表上で「使⽤権資産」と「リー
ス負債」として計上されます。今回は、新基準の概要と従来制度との違いを解説します。

2027年開始の新リース会計基準とは？
中小企業が押さえるべき実務ポイント



年次有給休暇制度の基本と
「年５⽇」義務の範囲

確実な年次有給休暇取得のための
実務上の対応と違反した際の罰則

企業は、労働者が雇⼊れの⽇から６カ⽉間継続
勤務し、その全労働⽇のうち８割以上出勤した場
合には、原則として年10⽇の年次有給休暇を付
与しなければなりません。その後は、継続勤務年
数が１年増えるごとに付与⽇数が増加し、20⽇
が限度となり、パートタイム労働者など所定労働
⽇数が少ない労働者は、所定労働⽇数に応じた⽇
数を⽐例付与します。なお、年休の消滅時効は２
年で、未取得分は翌年度へ繰り越されます。
企業に義務づけられている年休の時季指定の対

象となるのは、年10⽇以上の年休が付与される
労働者（管理監督者や有期雇⽤労働者も含む）で、
企業は年休を付与した⽇（基準⽇）から1年以内
に５⽇について時季を指定して年休を取得させな
ければなりません。この年５⽇の年休の取得は、
労働者からの取得時季の申出が原則ですが、状況
に応じて企業が労働者の意⾒を尊重しつつ取得時
季を指定します。この場合、労働者がみずから申
し出て取得した⽇数や、労使協定で取得時季を定
めて与えた⽇数（計画的付与）は、時季指定の５
⽇から控除できます。ただし、半⽇単位の年休は
0.5⽇として５⽇に算⼊できますが、時間単位の
年休は算⼊できません。また、労働者が指定した
時季が事業の正常な運営を妨げる場合には、時季
変更権を⾏使し、年休の取得時季をほかの⽇へ変
更できますが、労働者が時季を定めた場合にのみ
⾏使することが可能で、乱⽤は認められません。
なお、企業が時季指定を⾏う場合は、対象とな

る労働者の範囲や指定の⽅法を就業規則に明記す
る必要があります。また、労働者ごとに年休管理
簿を作成し、３年間保存しなければなりません。

従業員に確実に年５⽇の年休を取得させるため
には、次のような対策が考えられます。
①制度の設計
年休を取得しやすくするため、半⽇単位の年休

の運⽤や労使協定による計画年休の導⼊について
検討し、制度を整備します。
②取得計画の作成
各従業員の基準⽇を台帳化し、１年間の取得計

画を⽴案し、全社的に起算⽇を合わせるために基
準⽇を変えるなど１年間の期間に重複が⽣じる場
合は、⽐例按分による管理も認められています。
③取得の促進
年５⽇の取得にあたっては、まず⾃⼰申請や計

画年休で積み上げ、５⽇に不⾜する分について時
季指定を⾏います。
ただし、時季指定を⾏う場合は、注意点があり

ます。時季指定にあたっては、従業員の意⾒を聴
取し、その意⾒を尊重するよう努めなければなり
ません。時季指定は書⾯でその⽇付を明らかにし
て⾏う必要があります。また、時間単位の年休を
５⽇に「カウント」する、就業規則に時季指定の
⽅法を記載していないなどの違反が起きないよう、
ルールを正確に把握することも重要です。なお、
年５⽇取得させられなかった場合は、30万円以
下の罰⾦が科される可能性があります。
「年５⽇」は会社の責務ですから、⾃⼰申請や

計画年休、時季指定を組み合わせて確実に達成し
なければなりません。そのために、規程や運⽤フ
ロー、管理簿を整え、監督対応できる証跡を保持
することが⼤切です。不明な点があれば、早めに
労働基準監督署や専⾨家へ相談しましょう。

労働基準法の改正により2019年４⽉から、年10⽇以上の年次有給休暇が付与される者につ
いて、そのうち５⽇は企業が時季を指定して取得させることが義務化されています。今回は、
経営者が押さえるべき「年休の５⽇取得義務」と管理のポイントを解説します。

年５日の年次有給休暇取得を確実に
働き方改革で変わった年休の「義務」



代表権を持たない取締役にも
委任によって権限を付与できる

役員でなくとも権限付与は可能
正しいルールでリスクを低減

会社の業務執⾏に関する最⾼責任者である代表
取締役は、会社法第349条第４項に基づき、会社
を代表して契約を締結できる権限が与えられてい
ます。この権限のことを「契約締結権限」と呼び
ます。したがって、代表取締役が署名した契約書
は、その内容が法令や定款に違反しない限り、そ
のまま会社が署名したこととして扱われます。
しかし、⽇々発⽣する無数の契約すべてに代表

取締役が対応するのは現実的ではありません。取
締役会の決議や代表取締役からの委任によって、
代表以外の取締役が契約締結権限を含む「業務執
⾏権限」を与えられることもあります。たとえば、
副社⻑や専務取締役といった取締役は、それぞれ
が業務執⾏権限の⼀部を与えられることが多いで
しょう。この場合は、代表取締役と同じように、
その業務に関する契約を締結する権限を持ってい
ることがほとんどです。この権限は会社法上の代
表権ではありませんが、委任に基づく「代理権」
として機能し、契約締結権限に基づいて各取締役
が結んだ契約も、会社が結んだことになります。
各取締役に権限を与える際には、ガバナンス上、

規程などで委任する範囲を明確に定めておくこと
が重要です。なぜなら、代表以外の取締役が実際
には与えられていない権限を越えて契約を結んだ
場合、会社は契約の無効を訴えることができない
からです。特に取引相⼿がその取締役に権限がな
いことを知らないケースでは、会社はその契約上
の全責任を負うことになります。このように、実
際に権限がないにもかかわらず、権限があると誤
信される肩書を会社が付与している取締役のこと
を、会社法上「表⾒代表取締役」と呼びます。

取締役ではない部⻑や課⻑といった従業員に対
しても、会社が委任した範囲内に限り、契約を締
結する権限を与えることができます。この権限は、
労使間の雇⽤契約や個別の委任契約に基づき、従
業員に⺠法上の代理権を授与することによって⽣
じます。たとえば、資材調達部⾨の部⻑に対して、
会社側が「１回100万円までの仕⼊れ契約」に
限った締結権限を与えるなどのケースです。
問題は、この権限の範囲があいまいだったり、

部⻑がその範囲を越えて契約してしまったりした
場合です。前記の例でいえば、上限100万円まで
の権限しか与えられていない部⻑が独断で500万
円の資材購⼊契約を結んでしまったらどうなるで
しょう。たとえ会社が部⻑に権限の制限を設けて
いても、相⼿がその制限を知らなければ、会社は
契約の無効を主張できず、契約は有効とみなされ
ます。取引相⼿が「資材調達部⾨の部⻑なのだか
ら、この程度（500万円）の購買契約を結ぶ権限
は持っているだろう」と信じることに正当な理由
があると判断されれば、部⻑がルールを破ってい
ても、会社は契約の責任を負うことになります。
こうしたリスクを防ぐためには「決裁規程」を

整備することが重要です。契約締結権限の範囲を
明確に定めるのはもちろん、契約書を法務部など
で⼀元管理し、稟議書などの決裁プロセスを経な
ければ契約が実⾏できない仕組みの作成が、内部
統制のカギとなります。契約締結権限を適切に管
理することは、意図しないリスクから会社を守る
重要な仕組みとなります。まずは⾃社の規程や
ルールが正しく運⽤されているか、今⼀度確認し
ておきましょう。

企業の経営活動では、原則として、代表取締役がすべての契約に署名する必要があります。
しかし、会社側が「契約締結権限」の含まれた業務を委任することで、部⻑や課⻑でも、契
約書へのサインが可能になります。会社法で定められた契約締結権限を説明します。

課長が大事な契約にサインしてもOK？
法人における『契約締結権限』とは



情報過多の現代社会における
広告デザインと⼼理学の関係

「顧客⼼理」をつかむデザイン術
媒体の特性を活かし最⼤化へ

広告デザインは⼼理学と密接に関係しています。
なぜなら、広告デザインは顧客の⼼理に働きかけ、
購買意欲を⾼めることを⽬的としているからです。
顧客の⼼を掴み購買意欲を⾼め、⾏動を促すこと
が広告の⽬的であり、顧客⼼理を理解したデザイ
ンにすることで、広告効果を最⼤化できます。現
代社会では、⼼理的アプローチが他社との差別化
に不可⽋です。顧客の購買⾏動には⼼理的メカニ
ズムが働き、以下のプロセスを理解することが重
要です。①認知︓広告に注⽬し、内容を理解する、
②興味︓広告内容に興味を持ち、さらに知りたい
と思う、③欲求︓商品やサービスを欲し、購⼊し
たいと思う、④⾏動︓実際に商品やサービスを購
⼊する、というプロセスです。
デザインは、これらの⼼理プロセスをスムーズ

に促進する「仕掛け」です。視覚的に魅⼒的なデ
ザインで「認知」を促し、商品のメリットを⽰す
テキストで「興味」や「欲求」を喚起し、⼼理学
に基づいた⾏動喚起で「⾏動」へ導きます。
⼼理学的な効果として、「⾊彩⼼理効果」では、

⾚は興奮や緊急性、⻘は信頼や安⼼感を連想させ
ます。また、「孤⽴効果」は似た要素が並ぶなか
で異なるものがあると、無意識に記憶に残りやす
くなる⼼理効果です。「初頭効果」は最初に提⽰
された情報のほうが後の情報よりも記憶に残りや
すいという⼼理効果で、Webサイトのファース
トビューや⾒出し設計などに活⽤されます。
このように、デザインの構成には⼼理学が⼤き

く関わっており、これらの⼼理的なプロセスを理
解することで、顧客が広告に反応し購買⾏動を起
こすまでの流れをより明確に把握できるのです。

広告デザインは媒体ごとに効果的な要素が異な
ります。Web広告では、限られた時間で相⼿の
注意を引く必要があります。⾊の感情効果や魅⼒
的な画像で関⼼を惹き、「今すぐ購⼊」などの具
体的な⾏動喚起（CTA）でクリックを誘導します。
また、スマートフォンでの閲覧を前提としたモバ
イル対応も不可⽋です。
印刷広告では、限られたスペースで顧客の記憶

に残す必要があります。ターゲット層に合わせた
フォントやレイアウトを選び、簡潔で印象的な
メッセージを伝えます。エンボス加⼯や箔押しな
ど、紙の質感を活かす⼯夫も有効です。
動画広告では、視聴者の⼼を掴む構成が求めら

れます。映像と⾳楽を組み合わせ、共感を呼ぶス
トーリーテリングでメッセージを伝えます。
TikTokなど短尺動画プラットフォームへの最適化
も重要なポイントです。
また、広告デザインでは、誇⼤広告を避け、倫

理⾯に配慮することも⼤切です。ターゲットを明
確にしたうえで、Ａ／Ｂテストで効果を⽐較・検
証することも成功のヒントとなります。顧客⼼理
を理解し、⾏動を促すデザインこそが、ビジネス
の成功に貢献するといえるでしょう。

デザインの⽬的は顧客の⼼を掴み、⾏動を促すことです。⼼理学的な要素を重視し、購買意
欲を⾼めるデザインは売上向上につながります。今回は、デザインが⼼理に与える影響と、
媒体ごとの特性を踏まえたポイントや注意点について解説します。

「デザインと心理学」で顧客の心を掴む
行動を促し売上向上につなげるためには



企業を震撼させるランサムウェア
内容を知らないと深刻な被害に︕

ランサムウェア対策と
被害発⽣時の対応法

「ランサムウェア」とは「⾝代⾦（Ransom）」
と「ソフトウェア（Software）」を組み合わせた
⾔葉です。パソコンやサーバーへ不正に侵⼊し、
感染先のデータを勝⼿に暗号化して使⽤不能にし
た後、それを元に戻すことと引き換えに「⾝代
⾦」を要求する悪意あるプログラムです。
万⼀、会社の業務システムが感染すると、通常

の業務運営ができなくなります。実際に、国内で
は⼤⼿製造業をはじめ、受発注システムの被害に
よって⼯場の操業を⼀時停⽌した事例も確認され
ています。これは売上の逸失だけでなく、サプラ
イチェーン全体への影響、顧客からの信⽤失墜に
もつながる重⼤なインシデントです。
近年の主な侵⼊経路は、テレワークで⽤いられ

るVPN機器の脆弱性や、推測されやすい認証情報
を狙い企業ネットワークに侵⼊するといったもの
です。セキュリティパッチの未適⽤や、安易なパ
スワード設定では狙われやすくなります。⼿⼝も
悪質化しており、従来はデータを暗号化するだけ
でしたが、現在はデータを盗み出し、⾝代⾦を⽀
払わなければ機密情報や顧客データを公開すると
脅す「⼆重恐喝（ダブルエクストーション）」が
⼀般的な⼿法となっています。これにより、企業
は情報漏洩のリスクにも晒されてしまうのです。

被害防⽌には、社員個⼈はもちろんのこと、企
業全体での対策が不可⽋です。社員個⼈が⾏うべ
き対策としては、不審なメールやURLを開かない
こと、推測されにくいパスワードを設定し、使い
回さないこと、許可なくソフトをインストールし
ないこと、定期的なセキュリティ教育を受けるこ
となど、リテラシーを⾼めることが⼤変重要です。
⼀⽅、企業全体の対策としては、OSやソフト

を常に最新化すること、ウイルス対策ソフトを導
⼊し常に定義ファイルを最新の状態に保つこと、
多要素認証などで認証を強化すること、アクセス
権限は最⼩限にすることなどがあげられます。特
にデータのバックアップを取得し、ネットワーク
から物理的に切り離して保管することは、被害軽
減に極めて有効です。これらは企業の最低限の責
務として受け⽌めるべきでしょう。
それでも万⼀被害に遭った場合には、慌てずに

端末をネットワークから隔離することが重要にな
ります。その際、感染原因の調査に必要なログな
どが消失してしまうおそれがあるため、安易に電
源は切らないよう注意が必要です。
⾝代⾦を⽀払ってもデータが戻る保証はありま

せん。速やかに組織全体で状況を把握し、警察や
専⾨機関へ相談・通報することが重要です。

最近、ランサムウェアの被害が増えているという報道を⽿にします。しかし、ラ
ンサムウェアとはどのようなものなのかよくわかりません。⼤企業がターゲット
のようですが、我々中⼩企業も注意すべきでしょうか。もし必要な場合、何に気
をつけたらよいかも含め教えてください。

ランサムウェアとは、感染したコンピュータのデータを暗号化し「⾝代⾦」を要
求する不正プログラムのことで、近年、⼤企業に限らず中⼩企業も標的となって
います。被害を防ぐには社員個⼈と企業全体の対策が必要です。万⼀感染した場
合、初動対応を⾏なったうえで、速やかに警察などへ相談することが重要です。

中小企業もランサムウェアの標的に？
実施すべき対策と被害後の対応を探る
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